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令和７年度第１回 福岡県介護保険広域連合 

個人情報保護審査会 議事録 

 

１ 開催日時 令和７年１２月２３日（火）１３時００分～１４時０２分 

 

２ 開催場所 福岡県自治会館 １０２会議室 

 

３ 出席者  

  〇個人情報保護審査会委員（50音順） 

坂本毅啓会長、高藤基嗣委員、田代多恵子委員、横大路恵里委員 

  〇広域連合職員 

上村事務局長、田中総務課長、梶間事業課長、屋敷総務係長、計画係 松永 

総務係 平田 

 

４ 審議内容 

（１）定足数について 

【事務局】 

   初めに、定足数についてご報告申し上げます。 

本日は、４名の委員にご出席いただいております。 

個人情報の保護に関する法律施行条例第１４条第２項に定めます定足数を満たしてい

ることをご報告申し上げます。 

なお、本日ご欠席となりました髙田委員には審査会終了後、議事録をまとめた後、出席

委員の皆様と同様に、郵送させていただく予定としております。 

 

（２）会長の選任について 

【事務局】 

会長の選任についてでございます。 

情報公開審査会の会長については情報公開条例第２３条第２項、個人情報保護審査会

の会長については個人情報の保護に関する法律施行条例第１３条第１項において、それ

ぞれ、委員のうちから互選することが規定されております。 

また、これまで両審査会の会長は、お一人の委員の方にお願いしておりました。 

今回においても両審査会の会長を、お一人の委員の方にお願いしたいと存じますがい

かがでしょうか。 

（異議なし） 

【事務局】 

では、両審査会の会長は、これまでどおり、お一人の委員の方にお願いいたします。 

会長は委員のうちから互選するとの規定により、委員の皆様からのご推選や立候補を

いただきたいと存じます。 
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ご推選や立候補はございますでしょうか。 

【高藤委員】 

会長については、前回の任期中、会長を務めていただきました、北九州市立大学の坂本

委員にお願いしたいと思いますが、他の委員の皆様いかがでしょうか。 

【他の委員】 

よろしくお願いします。 

【事務局】 

高藤委員からのご推選の他に、ご推選や立候補は無いようですので、坂本委員に会長

をお願いしてよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

【事務局】 

それでは、坂本委員よろしくお願いいたします。 

【坂本会長】 

前回の任期に引き続き、会長を務めさせていただきます坂本と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

（３）職務代理者の指名について 

【坂本会長】 

それでは、次第の２（２）「会長職務代理者の指名」に入らせていただきます。 

情報公開条例第２３条第４項、個人情報の保護に関する法律施行条例第１３条第３項

により、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委

員が、その職務を代理する、とございます。会長がやむなく欠席しなければならない場合

などに会長の代理をお願いする方ということでございます。 

こちらも会長と同様に、両審査会の職務代理者はお一人の委員の方にお願いしており

ます。 

委員の皆様からご意見がなければ、私といたしましては前回の任期に引き続きまして

高藤委員にお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

高藤委員いかがでしょうか。 

【高藤委員】 

はい、お引き受けいたします。 

【坂本会長】 

よろしくお願いいたします。 

では、次に進みます。 

 

（４）議事内容 

【坂本会長】 

それでは、議事に入ります。 

内容としましては、「自治体システム標準化に伴う特定個人情報保護評価書（全項目評
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価書）の第三者点検について」です。 

介護保険広域連合長から当審査会に諮問がございますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

《事務局 諮問書の写しの配付、諮問書読上げ》 

 

【坂本会長】 

ただいま、当審査会に諮問がございました。 

この諮問内容につきまして、本日委員の皆様と議論を行ってまいりたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

案件としましては、諮問書にありましたように、自治体システム標準化に伴う特定個

人情報保護評価書（全項目評価書）の第三者点検です。 

まず、事務局から説明をお願いします。 

 

《事務局説明 特定個人情報保護評価の概要説明》 

 

【坂本会長】 

ありがとうございました。特定個人情報保護評価の概要説明につきまして、質問がご

ざいますでしょうか。 

（質疑なし） 

【坂本会長】 

よろしいでしょうか。 

それでは、次に、自治体システムの標準化及び特定個人情報保護評価書（全項目評価

書）の変更箇所について、説明をお願いします。 

【事務局】 

事業課長の梶間です。私からは、システムの標準化の概要と介護保険に関する対象案

件の説明をさせていただきます。 

まず、資料３「地方自治体の基幹業務システム標準化の概要」をご覧ください。システ

ムの標準化でございますが、これは国の法律に基づいた対応となっております。＜目的

＞ですが、これまで各自治体が、個別に住民情報系等のシステムを開発しておりました

が、制度改正時の改修の負担が大きいですとか、コロナのときのような全国一律の施策

を迅速に実施することが難しいといった課題がございまして、これについて全国一律で

システムの仕様を標準化して、各自治体がその仕様に従ったシステムに変えていくとい

うところでございます。 

次に、＜国における動き＞でございますが、令和３年９月に地方公共団体情報システ

ムの標準化に関する法律が施行されまして、中段の四角枠の中にあります２０の対象業

務について、システムの標準化をすることが定められました。今回対象案件は１１番の

介護保険業務、対象となるシステムは介護保険システムということになります。このこ
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とについて、令和４年１０月に基本方針が閣議決定され、目標期限が令和７年度末まで

と定められたところでございます。 

続いて標準化の実施方法についてです。資料左下の図をご覧ください。一番左側が現

状になります。各自治体が独自の環境を構築して業務に当たっている図です。現在のシ

ステムにつきましては、当広域連合で調達したデータセンターというところで稼働して

おりますが、標準化移行後には、右側の図のとおり法律に基づいて国が提供するクラウ

ドサービスであるガバメントクラウドという新しい環境にシステムを構築することとさ

れております。 

標準化によるクラウドシステム共同利用のメリットとしては、資料右中ほどの赤枠内

にありますように、コスト削減、情報システムの迅速な構築及び柔軟な拡張、セキュリテ

ィ対策や運用監視などがあげられております。 

資料右下の青枠内に示しておりますが、地方公共団体が標準準拠システム等を利用す

るためのガバメントクラウドのサービス提供者は現時点で４社あり、当広域連合ではＡ

ｍａｚｏｎのＡＷＳを利用することとしております。 

次に資料４をご覧ください。介護保険システム標準化に伴う変更点等についてご説明

いたします。 

初めに、「１ 介護保険システムの概要」について説明させていただきます。介護保険シ

ステムはその名のとおり、介護保険事務を行うためのシステムとなっておりまして、主

に資格管理機能、納付機能、認定機能、受給機能、給付機能の５つの機能を有しておりま

す。資格管理機能につきましては、６５歳到達や転入等による資格取得や死亡や転出等

による資格喪失などの資格情報を管理する機能となっております。納付機能につきまし

ては、６５歳以上の第１号被保険者の保険料に関する賦課、収納、滞納状況等の管理を行

う機能となっております。認定機能につきましては、要介護・要支援認定申請の受付から

結果までの情報の管理を行う機能となっております。認定調査の結果などがここに含ま

れております。続いて、受給機能についてですが、要介護・要支援の認定を受けた方の自

己負担割合や施設の入退所者情報、利用者負担減免状況などの情報を管理する機能とな

っております。最後に給付機能ですが、国保連合会から提供された現物給付、つまり介護

サービスの給付実績というところになりますが、現物給付の実績や償還払い等の支給実

績の管理等を行う機能になっております。 

これらの機能で管理する情報について、マイナンバーを利用することで各自治体や関

係機関での情報共有が容易となり、また情報の特定、突合がスムーズになることで事務

の効率化やミスの防止等が期待できるため、介護保険に関する事務において特定個人情

報を取り扱っているような状況となっております。 

続きまして、「２ システム稼働環境変更について（ガバメントクラウド移行）」につい

てです。概要は先程資料３でご説明したとおりですが、現行では当広域連合で調達して

いるデータセンターのサーバーを利用していますが、標準化後は国が調達するガバメン

トクラウドに整備される共通的な基盤・機能の上に、介護保険システムを構築して利用

します。取り扱う情報そのものの内容に変更はありません。 
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なお、国が構築・運用するガバメントクラウドは、アクセスが限定される閉域のネット

ワーク環境上に構築されるものであり、一般的なクラウドサービスと比べてセキュリテ

ィリスクは大幅に低減されます。また、ガバメントクラウドのセキュリティ対策につい

てはガバメントクラウドを扱う事業者が実施することになります。 

次に資料５をご覧ください。「審査会への諮問が必要となる「重要な変更」」についてご

説明いたします。 

この表は、個人情報保護委員会（国の三条委員会）が示す特定個人情報保護評価指針の

別表（第６の２（２）関係）の抜粋ですが、今般のシステム改修は下部の色付きで枠囲み

している「１７ 特定個人情報ファイルの保管場所」に該当します。 

そして、全項目評価書の該当ページを色枠の右横に記しておりますが、４ページ、６ペ

ージ、１２ページ、２０ページ、２１ページとありますが、１ページ抜けておりました。

２２ページも追加をお願いできればと思います。 

それでは全項目評価書の該当ページを確認させていただきたいと思います。冊子にな

っております全項目評価書をご覧ください。 

それぞれの詳細についての説明は省略させていただきますが、まず４ページをお開き

ください。下の方にシステム４として「団体内統合宛名システム」とあります。こちら

は、従前は当広域連合介護保険システムの１機能であった団体内統合宛名機能が標準化

により独立したものとなるため項目として追加しております。 

６ページの図「（別添１）事務の内容」をご覧ください。先程の団体内統合宛名システ

ムを含め、国の標準仕様に基づき、当広域連合の介護保険システム、介護認定審査会シス

テムがガバメントクラウド上に移行したものとなります。 

続きまして１２ページをお開きください。「６ 特定個人情報の保管・消去」の「①保

管場所」、「③消去方法」に＜ガバメントクラウドにおける措置＞とありますが、こちらの

項目が追加となります。 

データの保管場所はガバメントクラウドとなりますが、ガバメントクラウドを扱う事

業者が地方公共団体のデータを扱うことはありません。データ消去につきましても、あ

くまで当広域連合からの操作によって消去されます。 

次に、２０ページをご覧ください。オレンジ色付けの「７ 特定個人情報の保管・消

去」の「リスク１：特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク」における「⑤物理的対策」

の「具体的な対策の内容」、そして２０ページ最下段から２１ページの「⑥技術的対策」

の「具体的な対策の内容」にある＜ガバメントクラウドにおける措置＞、そして、２２ペ

ージの「リスク３：特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク」の「消去手

順」中、「手順の内容」の＜ガバメントクラウドにおける措置＞が今回追加となります。 

繰り返しになりますが、ガバメントクラウドのセキュリティも含めた必要な対策につ

いては、ガバメントクラウドを扱う事業者が実施することになります。 

最後になりますが、こちらの全項目評価書は、令和７年１１月７日から１２月６日ま

での３０日間、当広域連合のホームページに公開し、パブリックコメントを募集しまし

たが、意見はありませんでした。説明は以上です。 
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【坂本会長】 

ありがとうございました。ここまでの説明で、何かご質問等ありますでしょうか。 

【田代委員】 

ガバメントクラウドは広域連合ではＡｍａｚｏｎのＡＷＳをとおっしゃっていました

が、この４つの中のどれかを政府も使っているのですか。 

【事務局】 

政府が準備したのがこの４つということになります。 

【田代委員】 

政府が準備して、各地方公共団体がこの中から使っていいということ。 

【事務局】 

この中から選ぶ形です。 

【田代委員】 

政府のそのもののガバメントクラウドというのは、この中のどれかに入っている。 

【事務局】 

おそらくどれかに入っているかと。 

【田代委員】 

どれかに入っているのですね。分かりました。 

【坂本会長】 

それでは、今年度末までに移行が義務ということですね。 

全国的だということで、先日ＷＥＢ記事で、システム会社さんが相当大変だという記

事を読んだんですけれども、広域連合も適切に手続きをしていただいているように思い

ます。ありがとうございます。 

それでは、今事務局からご説明いただいたところで、第三者点検は、特定個人情報保護

評価の適合性と、それから妥当性の２つの観点から審査を行うことになっています。 

つきましては、変更点に関しまして評価書の適合性、妥当性などについて、皆様にご審

議いただきたいと思います。 

概要について、それから今回は特にその変更箇所についてもご説明いただいたところ

ですけれども、これにつきまして、適合性、妥当性というところから、まず全体としてご

意見があればお伺いして、その後に、せっかくチェック表もご用意いただいていますの

で、これに沿って確認させてもらえればと思います。 

まず、全体を通して、法律やシステムの観点からもよろしいですか。 

（質疑なし） 

【坂本会長】 

ありがとうございます。では、せっかくですからこのチェック表を使わせていただき

ます。一緒にご確認いただければと思います。 

まず、点検Ｎｏ．（１）「しきい値判断に誤りはないか。」ということですが、これにつ

いて、３０万人以上ということですが、当広域連合が６７万３，３１４人ということです

から、しきい値に誤りはないということで、チェックさせてもらいます。 
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続いて、点検Ｎｏ．（２）「適切な実施主体が実施しているか。」ということですけれど

も、全項目評価書の表紙に評価実施機関名として広域連合長の名前が入っていますので、

これも問題ないかと思います。 

次に、点検Ｎｏ．（３）「公表しない部分は適切な範囲か。」ということですが、そもそ

も非公表部分はないということですが、これは非公表部分ないということで問題ないで

すか。ないはないで結構難しいと思いますが。 

【事務局】 

特に問題はありません。 

【坂本会長】 

はい、よろしいですか。では、これもよしとさせていただきます。 

そして点検Ｎｏ．（４）「適切な時期に実施しているか。」ということですが、ガバメン

トクラウドに特定個人情報を移行する前ですね。今日がこの前に当たるということで、

第三者点検を実施しているとのことです。参考までに教えていただきたのですが、実際

に移行できるのはいつ頃になりますか。 

【事務局】 

予定としては、令和８年３月２３日ということで、それでシステムが完成するという

ことになります。 

【坂本会長】 

はい、分かりました。確実に前ということで、これもよしとさせていただきます。 

それから、点検Ｎｏ．（５）「適切な方法で広く国民の意見を求め、得られた意見を十分

に考慮した上で必要な見直しを行っているか。」ということですが、先ほどもご報告いた

だきましたが、パブリックコメントを令和７年１１月７日から同７年１２月６日まで１

カ月間実施をしていただきまして、意見等の提出はなかったということです。なお、評価

書の２５ページをご確認いただければと思いますけれども、２５ページのところの評価

実施手続きで、国民住民等からの意見聴取のところにおいて、実施したということで記

載がありました。意見等の提出はなかったということですので、これも問題ないかと思

います。 

それから、点検Ｎｏ．（６）「特定個人情報保護評価の対象となる事務の実態に基づき、

特定個人情報保護評価書様式で求められるすべての項目について検討し、記載している

か。」ですが、事務の実態に基づきすべての項目について、検討して記載しているという

ことで、２５ページのところの第三者点検については、今日の審査の結果を受けて、追記

されることとなっております。 

少し細かいところの確認ですが、事務の実態というのはどういう意味かなと思ったの

ですが。実際にどういう風に行っているかということに基づいて記載されているという

理解でよろしいですか。 

【事務局】 

基本的に事務をやっている内容と整合が取れているというところです。 

【坂本会長】 
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ありがとうございます。ということであれば、これもよしとさせていただきます。 

適合性については、すべてチェックさせていただきます。 

続いて、Ⅱの妥当性に行きたいと思います。点検Ｎｏ．（７）「記載された特定個人情報

保護評価の実施を担当する部署は、特定個人情報保護評価の対象となる事務を担当し、

リスクを軽減させるための措置の実施に責任を負うことができるか。」ということですけ

れども、事務の所管の担当係とシステム所管の担当係にリスク軽減措置を確認した上で、

評価書Ⅰの基本情報７、５ページに担当部署を記載しているということですね。 

【事務局】 

はい。７のところです。 

【坂本会長】 

評価実施機関における担当部署。 

【事務局】 

はい。 

【坂本会長】 

ありがとうございます。 

部署としては、総務課、所属長として総務課長さんが入っているということです。きち

んと記載もされていますので、よろしいでしょうか。 

はい、ありがとうございます。 

点検Ｎｏ．（８）「特定個人情報保護評価の対象となる事務の内容の記載は具体的か。当

該事務における特定個人情報の流れを併せて記載しているか。」。 

事務の内容、使用するシステム、事務の流れについて、具体的に評価書Ⅰの基本情報３

ページから６ページのところですね。先ほどご説明いただいたと思いますけれども、例

えば４ページのところだったらシステム、６ページのところでガバメントクラウド関連

の追記が入ったっていうところですね。これで十分お分かりいただけるかと思います。 

システム的に間違いないですか。 

【横大路委員】 

はい。 

【坂本会長】 

ありがとうございます。では、８番目の項目も問題なしということにさせていただき

ます。 

９番目、点検Ｎｏ．（９）「特定個人情報ファイルを取り扱うプロセスにおいて特定個人

情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを、特定個人情報保護評価の対象となる

事務の実態に基づき、特定しているか。」ということで、１４ページから２２ページにか

けてのところで、実態に基づきリスクの特定を行っているということです。特に、先ほど

ご説明いただいたところでいくと、ガバメントクラウドにおける関連する措置について、

２０ページのところでリスクに関する検討が行われているかが書かれていますし、２２

ページにかけてはそれに対する措置について、しっかりと書かれているかと思います。 

このあたりは法律やシステム面で問題ないでしょうか。 
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【高藤委員】 

システムのことは分からないところもありますが、内容を確認している限りは大丈夫

かと思います。 

【坂本会長】 

もし何か分からないというか、確認が必要であれば、質問していただければと思いま

すが、大丈夫ですか。 

【高藤委員】 

９番は大丈夫です。 

【坂本会長】 

ありがとうございます。では、リスクの特定を行えているということですね。 

それから１０番目、９番と関連しますが、点検Ｎｏ．（１０）「特定されたリスクを軽減

するために、講ずべき措置についての記載は具体的か。」ということでリスクの特定を行

った上で、具体的にどうするかということを書いていただいています。 

私も、２０ページのところ、ここまでやってるんだなと思ったところが、当たり前と言

えば当たり前かもしれませんが、入退室管理策であるとか、装置の外部への持ち出しが

できないとか、ここまでされているのかと、すごく勉強になりました。こちらも１０番目

も措置されているということで、チェックさせていただきます。 

【高藤委員】 

ちょっとよろしいですか。 

【坂本会長】 

はい、どうぞ。 

【高藤委員】 

左側の審査の観点と、評価書の概要の記載がちょっと合ってないように思いまして。

基本的には措置はしている、軽減措置は採っていると思うのですが、この右側が９番と

同じ内容になっています。特定されたリスクを軽減するための講ずべき措置について具

体的に記載しているとか、そういう記載じゃないといけないと思いますので、修正が必

要ではないでしょうか。 

【事務局】 

すみません。具体的な措置を記載しているという形に修正させていただきます。 

【坂本会長】 

実際に記載はきちんとされていますので。ですが、確かにそうですね、リスクの特定を

行っているから包括しているのかと解釈をしていましたが、ご指摘のとおりかと思いま

す。では事務局の方で修正をお願いします。 

【事務局】 

はい。 

【坂本会長】 

では、１１番目に入らせていただきます。点検Ｎｏ．（１１）「記載されたリスクを軽減

させるための措置は、個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止、国民・住民の
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信頼の確保という特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当なものか。」ということで

す。申請等受理の際の本人確認方法、特定個人情報の保管方法、システムへのアクセス制

限など、個人情報保護委員会が定めたガイドラインに則した内容となっているというこ

とですね。ガイドラインがありますが、これに則した内容になっているので、妥当なもの

と理解してよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

【坂本会長】 

はい、ありがとうございます。最後１２番目にいきたいと思います。 

点検Ｎｏ．（１２）「個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言は、国民・住民の信

頼の確保という特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当なものか。」ということです

が、住民の信頼確保のため、評価書表紙において、特定個人情報の漏えい等のリスクを軽

減するための適切な措置を講じていることを宣言しているということで、１ページ目の

ところに書いてありますが、一応読み上げておきたいと思います。個人のプライバシー

等の権利利益の保護の宣言ということで、福岡県介護保険広域連合は、介護保険事務に

おける特定個人情報ファイルを取り扱うに当たり、特定個人情報の漏えいやその他の事

態発生による個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を認識し、このようなリス

クを軽減するための適切な措置を講じ、個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り

組んでいることを宣言するということで、明確にここで宣言が出されているということ

で、ここも問題ないと思います。 

はい、ありがとうございました。ここまでで第三者点検のチェック表でチェックを入

れていただきましたが、改めて何か確認することなどはありますか。 

（質疑なし） 

【坂本会長】 

はい、ありがとうございます。では、変更点に関しまして、評価書に問題はないという

ことでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

【坂本会長】 

ありがとうございました。それでは、第三者点検について、審査会としての意見は、特

定個人情報保護評価書に記載された評価について、個人情報保護委員会が規定する特定

個人情報保護評価指針等に照らし合わせ確認した結果、適合性及び妥当性について適当

であると認めるという結論でよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

【坂本会長】 

はい、ありがとうございます。それでは、この特定個人情報保護評価書（案）の適合性

及び妥当性については、適当であると認めるということで、諮問書に対する答申書、それ

から、評価書の第三者点検の結果の記載内容につきましては、会長の私の方にご一任い

ただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 
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【坂本会長】 

ありがとうございます。 

では、次に次第の４「その他」になります。何かございますか。 

【事務局】 

はい。当審査会の議事録についてご説明させていただきます。議事の内容については、

ホームページに掲載し公開いたしますが、その文言等については、発言された委員の方

に確認させていただいた後に確定させていただいております。 

また、確定後は委員の皆様に郵送でお送りさせていただく予定としておりますが、よ

ろしいでしょうか。 

（異議なし） 

【事務局】 

では、そのようにさせていただきます。事務局からは以上です。 

【坂本会長】 

はい、ありがとうございます。では、皆様から何かございますでしょうか。 

【田代委員】 

よろしいでしょうか。 

【坂本会長】 

はい、どうぞ。 

【田代委員】 

会長がきちんとこの審査会で点検した内容を書かれるんですが、私ども委員が書いた

チェック表は提出しなくてもよろしいのでしょうか。名前を書いて提出した方が審議し

た内容が分かるかと思うのですが。 

【事務局】 

そうですね。これまでご提出まではしていただいていなかったのですが、確かに委員

の皆様がチェックしたものをいただいた方が、それをこちらで適正に保管させていただ

く方がよろしいかと思いますので、もしこの場でいただけるのであればいただいて、後

日ということであれば、その委員様と調整させていただければと思います。この場でご

提出いただけるということであればお名前をご記入いただき、帰りに私の方にいただけ

ればと思います。 

【田代委員】 

もう一点、先ほど高藤委員がご指摘された妥当性１０番の少し訂正された部分があり

ますよね。その具体的な措置を記載しているという文言等は、ここに入っていないので

すが、入れたものを清書するのか、このまま書いたものを提出するか、どちらにしましょ

うか。 

【事務局】 

よろしければ、ご指摘いただいた箇所を訂正した上で再度郵送させていただきたいと

思います。その際にはお名前をご記入いただく欄も設けまして郵送させていただきます。 

この時期ですので、お送りするのは年明けになるかと思いますが、ガバメントクラウ
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ドへのデータ移行には多少期間がございますので、後日郵送させていただくということ

で、よろしくお願いいたします。 

【坂本会長】 

例えば、一旦この場でこれを出しておいて、差し替えという形をとった方が事務局と

しても事務を進めやすいと思うのですが、それでもよろしいですか。 

（異議なし） 

【坂本会長】 

では、委員の皆様には今日の日付と名前を空欄に書き込んでいただいで、これを一旦

ご提出いただければと思います。後日修正版を事務局の方から各委員にお送りいただく

ということで。今日欠席された委員にはどうされますか。 

【事務局】 

欠席された委員には、議事の内容を郵送させていただくということで、ご説明をして

おります。 

【坂本会長】 

分かりました。では欠席された委員に関してはチェック表の提出はなしということで

すね。出席された委員は後日郵送していただいたものをもう一回書き直す、いわゆる提

出用のようなものですね。こちらに差し替えていただきます。 

もちろん音声を取っているから議事録として記録は残りますが、紙で残すことも非常

に重要かと思います。ご提案ありがとうございました。 

他に何かご提案やご意見等はよろしいですか。 

（意見なし） 

【坂本会長】 

はい、どうもありがとうございます。 

皆様のおかげで、本日予定の議事は順調にすべて終了いたしました。 

これをもちまして、令和７年度第１回福岡県介護保険広域連合個人情報保護審査会を

閉会いたします。どうもありがとうございました。 


